
資料②

①活動指標（アウトプット指標）及び成果指標（アウトカム指標）

②現地視察（9/25開催）時メモ

③市民意見募集（9/2～10/1まで）の結果

④第3回進行管理部会（10/31開催）での委員意見に対する理事者ヒアリングを経た所管部署の意見、今後の方針等

⑥第４回進行管理部会（３/10開催）での委員意見

第５次亀岡市総合計画　令和７年度行政評価シート

主管室・部/課/係 室・部 健康福祉部 課 高齢福祉課 係 高齢者支援係

担当者 浦松　良子 直通 ２５－５０３２

①整理番号 章 3 節 2 具体的施策№ 施策名 2５．　認知症支援体制の充実

②事業No.事業名 104.認知症サポーター養成講座/認知症初期集中支援チーム 事業実施期間 R3 ～ R7

③新規・継続 継続 ④事業区分 補助 国補助率 38.5 府補助率 19.25

活動指標値
①認知症サポーターの養成講座の開催実績（回/年）
②年3回開催予定の認知症初期集中支援チーム員会議、年１回開催予
定の認知症初期集中支援チーム検討委員会の開催実績（回/年）

成果指標値

①認知症サポーターが増え、認知症に関する相談窓口を知ってい
る市民が増える。
②困難ケースをチームで支援し、早期受診・介護サービス利用に繫
ぐことができる。

意見なし。

No. 進行管理部会委員からのご意見・ご提案（Ｑ） 本市（事業所管）の意見・考え方・今後の方針（Ａ）

2
オンラインで学べる機会を設け、（親が予備軍で関心はあるけれど日中は忙しい現
役世代）、日中亀岡市内にいる先端科学大の学生、福祉系の大学・専門学校に通う
亀岡市在住の学生等への普及を検討するとよいのではないか。

認知症サポーター養成講座については、現役世代も含め、できるだけ多くの市民が
参加しやすいよう休日にも開催しているが、今後は学生等も気軽に参加できるよ
う、市内の大学への周知に努めるとともに、ＺＯＯＭ（ズーム）などのオンラインツー
ルの活用について検討していく。

3
（地域の見守り体制を強化するため）子育てなど様々な分野の活動団体の情報も活
用してはどうか。

日頃から地域の見守りをしている民生委員や子育て支援団体、老人会等と連携し、
各団体の見守り方法等を情報収集して、認知症の人への対応にも活用できる方法
について検討していく。

5
包括支援センターの活動への市民への周知が不十分ではないか。自治会・町内会に
積極的に出向くべきではないか。

地域包括支援センターは、日頃から自治会や老人会、消防団等が開催するイベント
に参加し、地域包括支援センターの活動について周知を図っている。今後も地域包
括支援センターと連携し、地域の団体が開催する研修会やイベント等へ積極的に参
加し、活動についてより一層の周知を図っていく。

現地視察実施なし。

1
介護当事者世代に認知症サポーターになることへの敷居が高いと感じられている
のではないか。認知サポーター養成講座のさらに前段階を設けて、まずはそこへの
参加を促すのはどうか。

認知症サポーター養成講座は、認知症について正しく理解し、認知症の人やその家
族を温かく見守り、可能な範囲で支援を行う人を増やしていくことを目的としてい
る。特別な資格を習得するものではなく、年齢や職業を問わずサポーターになれる
ことについて、ＳＮＳ等を通じて市民への周知を図っていく。また市内の企業と連携
し、企業の職員研修として認知症サポーター養成講座を受講していただくなど、介
護の当事者世代が講座に参加しやすい環境を検討していく。

4
認知症サポーターの人員増と同様に家庭内キーパーソンへの周知と相談方法の充
実（オンライン会議やSNS、電話相談などの活用）も志向すべきではないか。

家庭内キーパーソンに、認知症に関する相談窓口についての情報がより届きやすく
なるよう、ＬＩＮＥなどのＳＮＳ媒体を積極的に活用するとともに、地域包括支援セン
ター等の相談機関とも連携を深め、周知を図っていく。また、相談は対面だけでな
く、電話や電子メール等でも行っているところであるが、今後は相談方法の多様化
を図るため、ＺＯＯＭ（ズーム）などのオンラインツールの活用についても検討してい
く。

◆包括支援センターは相談業務で手が一杯なため、市が主体となって市民への効果的な周知を行うべき。
◆既存の組織だけでなく、親が認知症予備軍となる「子ども世代」が参加するイベント等で接点を作ることが必要。



資料②

①活動指標（アウトプット指標）及び成果指標（アウトカム指標）

②現地視察（9/25開催）時メモ

③市民意見募集（9/2～10/1まで）の結果

④第3回進行管理部会（10/31開催）での委員意見に対する理事者ヒアリングを経た所管部署の意見、今後の方針等

⑥第４回進行管理部会（３/10開催）での委員意見

第５次亀岡市総合計画　令和７年度行政評価シート

主管室・部/課/係 室・部 健康福祉部 課 地域福祉課 係 地域福祉係

担当者 裏川　千代子 直通 25-5029

①整理番号 章 3 節 4 具体的施策№ 施策名 36．多機関連携による支援体制の整備①

②事業No.事業名 120．重層的支援体制整備事業 事業実施期間 R3 ～ R7

③新規・継続 新規 ④事業区分 補助 国補助率 ７５％ 府補助率 -

活動指標値
重層的支援体制整備事業の令和6年度からの本格実施に向け、庁内
及び関係機関と会議及び勉強会の開催を実施し、本格実施開始後も
事業推進のため継続実施する。

成果指標値
重層的な支援を進めていくために、重層的支援会議等で対応した
件数（実数）を指標とする。

意見なし。

No. 進行管理部会委員からのご意見・ご提案（Ｑ） 本市（事業所管）の意見・考え方・今後の方針（Ａ）

現地視察実施なし。

1
本事業の対象となる市民はどれくらいいるのか、定期的に把握することも事業化
（予算化）が必要ではないか。

課題を抱える人の把握は非常に重要と考えるが、本事業の対象となる複雑・複合化
した課題を抱える人、例えば「ひきこもりの人」や「支援に拒否感があったり、課題意
識がない人」などは周囲から気づかれにくく、対象者の定義も含め把握することは
非常に困難である。
本事業は、複雑・複合化した課題について各分野が連携し解決に向けて取り組むこ
とに注力しており、状況把握については、次年度が地域福祉計画の改定時期でもあ
り、以前から様々な支援機関や民生委員児童委員へのアンケートを行っていること
から、そうした機会を通じて、それぞれの支援者が把握している対象者や気になる
人を定期的に調査し、把握することは可能であると考えている。

2
亀岡市の要支援者の類型や概数を把握することや、他県での事例（失敗あるいは先
進的なもの）に学んだりすることも、重層的支援体制整備事業には必要ではない
か。

要支援者の傾向や支援についての検討を今後進めていくこと、また、他県での事例
等を学ぶことについては、今後も積極的に進めていく。　重層的支援体制整備事業
の仕組みや考え方等を学ぶ研修については、地域福祉課において実施しているほ
か、国等が行うZOOM研修に、各福祉分野の課長級・係長級が出席し、様々な市町
村との意見交換なども行っており、今後も先進的な取り組みについては、参考にし
ながら事業の充実に努めていきたいと考えている。

◆対象者が問題を隠すなど実態把握が困難なため、市は制度のネックを洗い出して対応を検討してほしい。
◆無償ボランティアである民生委員は仕事量に対する補助が見合っておらず、現在の委員が引退した場合、制度が成り立たなくなる可能性がある。
◆民生委員のなり手不足や疲弊により、連携には限界が来ている。既存の仕組みに頼るだけでなく、市全体で違う形を考え、より突っ込んだ積極的な介入や支援を行う必要があ
る。



資料②

①活動指標（アウトプット指標）及び成果指標（アウトカム指標）

②現地視察（9/25開催）時メモ

③市民意見募集（9/2～10/1まで）の結果

④第3回進行管理部会（10/31開催）での委員意見に対する理事者ヒアリングを経た所管部署の意見、今後の方針等

⑥第４回進行管理部会（３/10開催）での委員意見

第５次亀岡市総合計画　令和７年度行政評価シート

主管室・部/課/係 室・部 健康福祉部 課 地域福祉課 係 地域福祉係

担当者 裏川　千代子 直通 25-5029

①整理番号 章 3 節 4 具体的施策№ 施策名 37．「断らない相談窓口」の整備

②事業No.事業名 123.福祉相談支援事業（福祉なんでも相談窓口） 事業実施期間 R3 ～ R7

③新規・継続 継続 ④事業区分 補助 国補助率 50％.７５％ 府補助率 -

活動指標値
常に相談を受けることができる体制を整備するため、継続的に地域
福祉支援員・精神保健福祉支援員（相談員）の配置を継続します。

成果指標値
「福祉なんでも相談窓口」を広く周知することにより、市民の方が
気軽に相談できる窓口を開設し、相談対応延べ件数を指標とす
る。

意見なし。

No. 進行管理部会委員からのご意見・ご提案（Ｑ） 本市（事業所管）の意見・考え方・今後の方針（Ａ）

3 有資格者の育成・増員にも注力してほしい。

近年、福祉人材の不足が課題となっているが、相談支援員についてもその定着が課
題となっている。市として、報酬の見直しなども行い、専門職の確保に努めています
が、相談支援に関心のある職員等には資格取得について後押しできるような体制
をとっていきたいと考えている。

4
（福祉なんでも相談窓口）をいざとなれば活用してもらえるように市民に知っても
らっておくことが大切ではないか。

「福祉なんでも相談窓口」は市広報誌、HPにも掲載し、周知を進めているところで
ある。今後も支援機関や民生委員など支援者への周知も行う中で、より多くの市民
が相談しやすい窓口となるよう努めていく。

現地視察実施なし。

1
相談窓口を増やす、相談員の人数を増やす、相談窓口にオンライン又は電話で相談
ができるようにするなどしてはどうか。

相談窓口の開設以降、相談件数の増加に合わせ、相談員の人数も増やしている。
また、相談窓口では、対面の相談が主流ではありますが、メールでの相談受付、また
電話での相談についても実施しているところである。
ただ、メールや電話で対象者の状況を的確に聞き取ることは困難であり、最終的に
は対面での相談ができるよう努めている。また来庁が困難な場合は、ご自宅等への
訪問についても積極的に行っている。

2 窓口に行かないと相談できないというのは問題だと感じる

窓口に行かないと相談できないということはない。相談の入り口としては、メール
相談、電話相談等の対応を行っている他、民生委員などの地域の方からの間接的な
相談からの訪問なども行っており、この相談窓口が単体で事業を行っているのでは
なく、様々な支援者や支援機関と連携をしながら相談事業を行っている。今後も、
市民の方が相談しやすい窓口にしていくため、広報誌等を通じて周知していきたい
と考えている。

◆相談窓口を増やすだけでなく、窓口にたどり着けない困難な状況にある人への積極的な対応や現場に出向く手段が必要。
◆高齢者にはメールやSNSでの周知は届かないため、対象者を把握している町内会や自治会との連携を深めるべき。
◆困難な対応や自宅訪問を行う職員には、日当や賃金割増等のインセンティブを設けるなど、待遇・処遇の改善が必要。
◆福祉の相談対応は高いスキルが求められるため、会計年度任用職員の5年上限ルールを見直し、正規職員としての雇用や登用を積極的に進めるべき。



資料②

①活動指標（アウトプット指標）及び成果指標（アウトカム指標）

②現地視察（9/25開催）時メモ

③市民意見募集（9/2～10/1まで）の結果

④第3回進行管理部会（10/31開催）での委員意見に対する理事者ヒアリングを経た所管部署の意見、今後の方針等

⑥第４回進行管理部会（３/10開催）での委員意見

第５次亀岡市総合計画　令和７年度行政評価シート

主管室・部/課/係 室・部 産業観光部 課 商工観光課 係 観光振興係

担当者 沼田　諒 直通 25-5034

①整理番号 章 6 節 3 具体的施策№ 施策名 １７．観光「亀岡」のPR/２０．メディアの活用の充実

②事業No.事業名 278.283.情報発信事業 事業実施期間 R3 ～ R7

③新規・継続 継続 ④事業区分 単独 国補助率 - 府補助率 -

活動指標値

観光イベントや京都・亀岡観光ＰＲ大使が出演するイベントなどの
web広告の打ち出し回数を指標とする。（カウント方法：広告インスペ
クタの活用）
観光ＰＲ大使による情報発信は随時行う。

成果指標値 観光入込客数、観光消費額を指標とします。

意見なし。

No. 進行管理部会委員からのご意見・ご提案（Ｑ） 本市（事業所管）の意見・考え方・今後の方針（Ａ）

2

サンガスタジアムができる前と 後の市民の心境の変化、ふるさと教育として保津
川エコラフティングや保津川下りを体験する子どもたちの心境の変化など、観光資
源と市民の方との接点についてはアンケート等で集計することでインナープロモー
ション視点での成果指標を挙げられるのではないか。

観光コンテンツに関するアンケート調査は、亀岡光秀まつりなど個別の事業で実施
しており、「広告宣伝媒体別の効果検証」「市民の認知度やニーズ調査」「より魅力的
なコンテンツとするためのアイデア収集」等を目的としている。今後も事業を進める
中で調査が必要と判断した場合には、その目的に沿ったアンケートを実施し、情報
収集及び成果指標として活用する。

4
市内での回遊性を高めるために三大観光を予約したタビマエの方に市内の飲食や
体験、宿泊、ツアー情報などが伝えられる仕組みづくりというものも費用をかけて
効果が得られるプロモーションとして力を入れてはどうか。

タビマエ情報については、亀岡市観光協会・京都府観光連盟・森の京都ＤＭＯ・民間
旅行会社等との連携の中や、かめまるインスタなどを通じて発信しており、市内観
光事業者においてもパンフレット配架やＳＮＳで自社事業以外の情報発信も積極的
に行っていただいている。ご意見頂いた予約完了画面での情報発信については、事
業者と協議をし、御協力頂ける可能性を今後検討していく。

6
毎年同じ予算額の中で動くのではなく、活動計画（施策）に見合った（基づいた）予
算計画を立てるべきではないか。

本市では、広報プロモーションを効率的に実施するため、広報に関する予算を広報
プロモーション課に集約し、市の重点施策に対し重点的にPR費用をかける形を
とっている。商工観光課内では予算をかけずとも効果が期待できるＳＮＳに重点を
置き、観光情報の発信をしている。

7
トレンドを先取りして魅力を発見（外国人向け、日本人向け）し、インフルエンサーを
活用した亀岡の特有独特（霧、山並み、川、農地などが織りなす魅力など）の魅力発
信してはどうか。

インフルエンサーの効果は絶大ですが、１度の起用に数百万円のコストがかかるた
め、広報プロモーション課が現在その活用方法を探るため実証実験的な取り組みを
している。当課では「京都・かめおか観光PR大使」をいわゆるインフルエンサーと位
置づけ、SNSや各メディアを通じて本市の観光情報を発信いただいている。

〈質疑等〉
◆利用者の属性の内訳は。⇒8割は外国人観光客
◆地元の自治会（篠町）との連携はあるか。⇒飲食店マップを作っている。
◆駅の建物内の案内所から移転したことによる変化はあるか。⇒物販及びレンタサイクルの案内ができるようになった。
◆案内所の課題は⇒乗車客数が300人とすると50人くらいしか立ち寄らない。駅からの南側への導線を考える必要がある。
〈意見〉
駅周辺の飲食店の不足を解消し、案内所周辺の緑化や写真映えスポットの設置など環境整備が必要。
トロッコ亀岡駅単体ではなく、馬堀駅周辺を含めた一体的な賑わいの創出が求められている。

1
（観光客による）域内消費の向上が市内生産額にどれくらい貢献しているのかを検
証すべきではないか。

「観光客による域内消費」に限定した調査を実施するためには、民間ノウハウを活用
し相当なコストをかける必要があるので、その調査目的や調査結果の活用指針が明
確でなければ実施は難しいと考える。現状行っている近しい調査としては、商工観
光課で調査している「観光入込客数」「観光消費額」と、亀岡商工会議所が四半期毎
に実施している「経営・経済動向調査」があり、お互いの調査結果を共有している。

3
気仙沼DMOのクルーカードのように、地域内のデータベースが蓄積できていくと
ロイヤリティの高い顧客の獲得等につながるのではないか。

気仙沼ＤＭＯのクルーカードに近い事業として、ロイヤリティの高い顧客の獲得に向
け、森の京都ＤＭＯが「森の京都ファンクラブ」と題し、お得なサービスの紹介や、ポ
イントの獲得、ポイントによるプレゼント抽選への参加、会員に魅力ある情報を定期
的に提供する等の事業を展開している。地域内のデータベースの蓄積は森の京都Ｄ
ＭＯの主たる事業として進めていますので、出向職員を通じてＤＭＯとの連携を深
め、各政策に反映させていく。また今年度末から「ふるさと住民制度」を開始します
ので、そこから得られる情報を活用し、ロイヤリティの高い顧客へのアプローチに繋
げていく。

5
亀岡市の魅力を多方面に、多言語で発信し、市としては散在する観光資源をどう有
機的に結合するか、交通インフラを含めて再検討する必要があるのではないか。

亀岡市観光協会が実施する電動レンタサイクル事業の利用数は好調に推移してお
り、昨今のドライバー不足やその費用対効果などが課題となり解消が困難である二
次交通不足の解決策として、重点的に取り組むべき事業と位置付けている。次年度
は新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用し、利用者の動向調査を新たに実施
する予算を計上しており、その利用価値を高めるための情報収集を行う予定として
いる。

◆新しく立ち上がった「ふるさと住民制度」に注力し、ふるさと納税ともデータ連携をしていくべき。
◆環境やオーガニックを体験できる、ビジネスホテルと湯の花温泉の中間価格帯の宿泊施設（20人程度が泊まれる規模）が不足している。廃校や空き家、公民館の活用を進め
ることはできないか。
◆サンガスタジアムの集客（1万5,000人〜2万人規模）を活かし、試合後の滞留時間を延ばすための宿泊や交通インフラの整備、キッチンカーの配置などの対策が必要



資料②

①活動指標（アウトプット指標）及び成果指標（アウトカム指標）

②現地視察（9/25開催）時メモ

③市民意見募集（9/2～10/1まで）の結果

④第3回進行管理部会（10/31開催）での委員意見に対する理事者ヒアリングを経た所管部署の意見、今後の方針等

⑥第４回進行管理部会（３/10開催）での委員意見

第５次亀岡市総合計画　令和７年度行政評価シート

主管室・部/課/係 室・部 産業観光部 課 農林振興課 係 有機・食農推進係

担当者 荒美　大作 直通 25-5036

①整理番号 章 6 節 4 具体的施策№ 施策名 3５．亀岡産農産物の高付加価値化/３８．堆肥の活用

②事業No.事業名 ３01.305.有機農業推進事業 事業実施期間 R3 ～ R7

③新規・継続 新規 ④事業区分 補助 国補助率 ５０% 府補助率 -

活動指標値
有機農業の市内への浸透を図る指標として、給食への有機農産物提
供学校数・保育所・こども園数及び市内での有機JAS認証取得者数を
指標とする。

成果指標値
有機農業推進の主要施策として学校給食への有機米提供増加を
主要施策としていることから、小学校での有機米導入比率を指標
とする。

意見なし。

No. 進行管理部会委員からのご意見・ご提案（Ｑ） 本市（事業所管）の意見・考え方・今後の方針（Ａ）

5

有機農業の魅力（付加価値等）を高めるには、就農者の所得を向上させる必要があ
り、給食だけでなく販路拡大にも力を入れ、安定した所得確保のためにもあらゆる
チャンネル（ふるさと納税など）を利用し、販路拡大による就農者の支援が必要では
ないか。

就農者の所得向上に向けては、従来の少量多品種栽培ではなく、一定の量を生産す
る農業者を育成すること、規格外農産物も含めた全量買取をしていただける事業者
との連携、小ロットでも出荷可能な体制整備（集荷・出荷機能強化、ホテル等への販
路開拓）、ヴィーガン向け食品の製造による高付加価値化などの取り組みを多角的
に実施することで強化を図っていく。

〈質疑等〉
◆オーガニック農業とは、無農薬のことを意味するのか。→有機JASの認定があるものであれば農薬も使用可能。
◆ビニールのマルチシートが廃棄物として大量に処分されるが、紙のマルチシートに変えることはできないか。→紙のマルチや生分解性のマルチはまだ認証されていない。
◆拠点（場所）は他にもあるのか。→市内一円でできればよいか、まずは川東エリア
◆苦戦していることや課題はあるか。→農業従事者の人口は急速に減っている、対して人材の育成がおいつくのか。また、育成に係る人も増やす必要がある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 →卒業生の農地の確保。離農業者を減らす、卒業生の売り上げが月２５万円であったと聞いている。
◆移住支援との連携は。→行政と連携して家探しもサポートしている

1
廃棄物の堆肥化等と緊密な連携を進め、費用削減を通じた農家の所得拡大に取り
組むべきである。

有機農業の推進にあたってはほ場の土づくりが重要なことから、品質の良い有機質
堆肥等の安定的、かつ継続的な確保に向けた対策が必要となる。
現在、土づくりセンターにおいて牛糞を主原料とする堆肥（さくら有機）を製造して
おり、市内生産者においても利用をされている。一方で、有機農業者の中には動物
性の堆肥を使用することに忌避感を持つ者も一定数存在することから、植物性堆肥
の確保も求められている。
従来燃やすゴミとして処分を行ってきた剪定枝・落ち葉等の堆肥化はこうした需要
に応えるものとなるだけでなく、廃棄物の処分費用の削減、地域内での資源循環の
観点からも有意義であり、環境先進都市推進部と連携し、実証実験の実施などによ
り堆肥化に向けた取り組みを進めていく。

2 給食用有機米導入の差額支援は持続可能なものか、検証が必要ではないか。

給食用有機米の差額支援に必要となった経費は、令和6年度約1,880万円（小学校
用）、令和7年度1,280万円となっている。生産者との契約金額や給食費相当額な
どの変動による不確定要素があるが、今年度と同じ状況と仮定した場合、最大で約
2,752万円程度が必要となる。
生産量を増加させるとともに、ふるさと納税の返礼品とすることや米粉での活用な
どを通じて幅広い販路を確保していくことで、差額支援に必要な経費を賄い、持続
可能なものとなるように努める。

3
ネイチャーポジティブクレジットの動向を注視し、新たな財源確保にもつとめていた
だきたい。

生物多様性の損失を食い止めるだけでなく、回復させるネイチャーポジティブを目
指す動きが活発化するなかで、ネイチャーポジティブクレジットが注目されている。
環境省で勉強会が立ち上がるなど機運は高まっているが、すぐにクレジットの制度
化につながる状況にはなく、制度化に向けた検討作業が年単位で進んでいくと考え
ている。将来的には有機農業推進の財源の一つとなる可能性が高いことから、クレ
ジットの制度化に向けた動向を注視していく。

4
給食を食べている子どもたちの変化、あるいは親世帯へ地域を知るきっかけ、移住
のきっかけになったか、有機農業事業者の収入増につながったか等、定量的 / 定性
的にヒアリングができるとさらに（事業）効果が数値化されるのではないか。

給食への有機農産物の導入拡大は、有機農産物の販路安定に資するだけでなく、食
育としての効果が期待できると考えている。お米を中心に導入拡大が一定の成果
を見せるなかで、子どもたちや保護者への調査の実施を検討したい。有機農業事業
者の所得増加については、現在、市内の有機農業者へのアンケート調査を実施して
いるところであり、同調査の結果も踏まえ、定量的な調査を検討していきたい。

◆剪定枝だけでなく、全国各地で進められている「生ゴミ」の堆肥化も進めるべき。
◆有機農業を広げるには需要と「出口（販路）」が不可欠であり、農家単独での営業は難しいため、行政や地域商社による「取りまとめ機能」でサポートすべき。
◆まずは地産地消を促すため、市内のホテル等でのアプローチや、サンガスタジアムでオーガニックマルシェを実施するなどの取り組みが有効。



資料②

①活動指標（アウトプット指標）及び成果指標（アウトカム指標）

②現地視察（9/25開催）時メモ

③市民意見募集（9/2～10/1まで）の結果

④第3回進行管理部会（10/31開催）での委員意見に対する理事者ヒアリングを経た所管部署の意見、今後の方針等

⑥第４回進行管理部会（３/10開催）での委員意見

第５次亀岡市総合計画　令和７年度行政評価シート

主管室・部/課/係 室・部 産業観光部 課 農林振興課 係 森林・鳥獣対策係

担当者 大西　博之 直通 25-5094

①整理番号 章 6 節 5 具体的施策№ 施策名 ４．森林経営管理制度の運用の推進

②事業No.事業名 311.森林整備事業（森林経営の集積化） 事業実施期間 R3 ～ R7

③新規・継続 継続 ④事業区分 単独 国補助率 - 府補助率 -

活動指標値
意向調査を行い、森林所有者から森林を預かり受ける集積計画の件
数を活動指数とする。

成果指標値 集積計画を策定した面積を成果指数とする。

意見なし。

No. 進行管理部会委員からのご意見・ご提案（Ｑ） 本市（事業所管）の意見・考え方・今後の方針（Ａ）

現地視察実施なし。

1
重要な事業であり、防災面での貢献も大きいことから、市民向けの啓蒙活動にも取
り組んではどうか。

市域の約７割を森林が占める本市では、森林整備事業は、市民生活に直結する極め
て重要な事業であると認識している。令和元年度から始まりました森林経営管理制
度に基づき、森林経営の集積化を図る中で、主要幹線道路沿いの森林から優先的
に整備を進めているところである。これは、搬出間伐が容易であることと、整備され
た森林を多くの市民に見ていただくことで森林整備に関心を持つ契機づくりに繋
げたい思いからである。まずは、実際に整備された森林を見ていただく機会づくり
を通して啓蒙活動に繋げていきたいと考える。

2 大学等と連携して森林経営計画を策定するとよいのではないか。

森林経営計画については、市内266林班に細分化された森林を集約して整備する
際の森林整備方針であり、伐採計画であることから、森林所有者の合意に基づき森
林組合等の施業者が策定するものである。本市の将来の森林の在り方や保全の方
向性、利活用等については、森林整備計画を策定しており、将来の「森林ビジョン」
として、若い世代や林業の担い手等の意見も取り入れながら、改定を進める必要が
あると考える。

3 木材活用の方法を考え、利用促進にも取り組むとよいのではないか。

木材の利活用については、整備する「川上」から使用する「川下」まで一貫してマネジ
メントできる体制構築が必要と考える。本市では、木育誕生祝い品贈呈事業により
子どもの頃から木に触れ、木の温もりを感じ、暮らしに木を取り入れることで地域
材木製品の利用促進に取り組むとともに、薪ストーブ、木質ペレットストーブ購入補
助事業により、木材利用促進に取り組んでいるところである。今後の利用促進に向
けましては、府や森林組合連合会などとも連携して公共建築や住宅建築分野におけ
る府内産木材、市内産木材の利用促進を進めていく必要があると考える。

4 森林を企業や個人に貸し出して活用することも一案ではないか。

現在、市が所有する長尾山（約31ｈａ）については、森林ボランティア団体「市民の森
長尾山」に管理業務を委託し、森林保全活動を通じて各会員が楽しく活動されてい
るところである。また、京都モデルフォレスト協会を通じて、村田製作所など企業の
森づくり等も市内で３箇所実施されており、環境保全、社会貢献、レクリエーション
の場として森林が活用されているところである。本市の森林は8割が私有林である
ことから、地元住民や森林所有者の意向に基づき、森林資源の新しい利用形態とし
て森林活用の活性化が図れれば良いと考える。

◆管理できず「タダでもいいから活用してほしい」という山を市が募り、「ふるさと住民」などの一般の活用希望者に「何でもあり」でゼロから整備させるような策を検討してはど
うか。
◆森との関わり方を広げ、技術を学ぶ「フォレストカレッジ」のような人材育成等のソフト事業も重要。
◆薪ストーブ購入補助は金融機関と連携して住宅ローン相談時に周知し、森林整備には外部資金獲得のサポートや「ふるさと納税」を活用すべき。
◆ハイキングコースの整備を支援者に行ってもらったり、アウトドアメーカー等と連携して山の整備とPRを両立させるアプローチが考えられる。


